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令 和 ７ 年 ６ 月 １ ８ 日 

北九州市産業経済局 

スタートアップ推進課 

 

 

令和７年度 

企業変革・スタートアップ・グロースサポート事業 

支援スタートアップ公募 

公募要領 
 

 

 

北九州市が、令和６年３月に策定した「北九州市基本構想・基本計画」では、経済成長

を最優先課題に位置付け、「稼げるまち」を実現していくこととしています。 

この「稼げるまち」を実現するために策定した「北九州市産業振興未来戦略」では、 

『世界を先導する「グリーン×テック シティ Kitakyushu」』 

～課題解決先進都市への挑戦～ 

をスローガンに取り組んでいくこととしています。 

スタートアップは、優れた技術や斬新なビジネスアイデアを有し、機動性・柔軟性の高

さから、経済成長及び課題解決のメインプレイヤーとなる大きなポテンシャルを秘めてい

ます。 

そうしたスタートアップの成長につなげるため、企業変革・スタートアップ・グロース

サポート事業（以下「本事業」という。）による支援を行います。 

この度、本事業において支援するスタートアップを募集しますので、本公募要領に従い

応募してください。 

 

 

１ 事業目的 

本市では、スタートアップ支援を推進するために設置した、産学官６３団体から構成

される「北九州市スタートアップエコシステムコンソーシアム」により、スタートアップ

の創出・成長支援を行っています。 

本事業では、未来の地域経済を牽引するような市内スタートアップの成長、優れた技

術・斬新なビジネスアイデアを有する市内外のスタートアップによる行政課題の解決や

市内企業との協業を通じたイノベーションを創出することで、本市の経済成長及び課題

解決に貢献することを目的とします。 
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２ 定義 

本事業における用語の定義は、以下のとおりとします。 

支援プログラムの採択枠に応じて、応募の資格要件に関わる内容であるため留意して

ください。 

 

（１）スタートアップ 

次のいずれにも該当する企業をいう。 
 

① 法人格を有すること。 
 

② 応募時点で、設立してから１５年以内であること。 
 

③ 新しい技術の活用又は斬新なサービス等、新規性がある事業を、加速度的に拡大す

る志向を持っていること。 
 

④ 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者の範囲内であって、みなし大企

業に該当しないこと。 

※ みなし大企業とは、中小企業者であって、以下のいずれかを満たすものをいう。 

ア 同一の大企業（中小企業者以外の法人）から２分の１以上の出資を受ける法人 

イ ２以上の大企業から３分の２以上の出資を受ける法人 
 

⑤ 株式市場に上場していないこと。 

 

（２）市内スタートアップ 

次のいずれかの要件を満たすスタートアップをいう。 

なお、本事業による支援を開始した年度中に要件を満たす場合を含む。 
 

① 法人登記簿上の本社又は本店が、北九州市内にある企業 
 

② 主たる事業所が、北九州市内にある企業 

 

（３）市内企業 

次のいずれかの要件を満たす企業をいう。 

なお、本事業による支援を開始した年度中に要件を満たす場合を含む。 
 

① 法人登記簿上の本社又は本店が、北九州市内にある企業 
 

② 北九州市内に、事業活動を行う拠点があり、かつ、常勤の従業員を雇用している 

企業 
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３ 事業概要 

本事業におけるスタートアップ支援は、「市内スタートアップ成長支援プログラム」及

び「イノベーション支援プログラム」で構成されています。 

支援にあたっては、本市及び本事業の運営を委託するフォースタートアップス株式会

社が事務局を設置し連携して、支援するスタートアップを公募・審査・採択し、資金支

援・伴走支援を行います。 

 

 

 

 

（１）市内スタートアップ成長支援プログラム 
 

① 「研究開発・実証」枠 

市内スタートアップによる研究、製品・サービスの開発・改良又は実証実験等に対

する資金支援・伴走支援を行う。 

ア 支援対象者 

未実装の製品・サービスの研究開発・実証を希望するシード期の市内スタート

アップ 

イ 採択社数  １社程度 

ウ 支援期間  最大２年間（令和７・８年度） 

エ 支 援 額  １社につき５００万円/年×２年＝１,０００万円 

（いずれも上限値） 

オ 助 成 率  １０分の１０ 

カ 対象経費 

土木・建築工事費、機械装置等製作・購入費、消耗品費、保守・改造修理費、 

外注費、その他経費 
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② 「事業展開」枠 

市内スタートアップによる製品・サービスのプロダクト・マーケット・フィット（Ｐ

ＭＦ）のための活動等に対する資金支援・伴走支援を行う。 

ア 支援対象者 

実装された製品・サービスのＰＭＦ達成を希望するアーリー期の市内スタートア

ップ 

イ 採択社数  １社程度 

ウ 支援期間  最大２年間（令和７・８年度） 

エ 支 援 額  １社につき１,０００万円/年×２年＝２,０００万円 

（いずれも上限値） 

オ 助 成 率  １０分の１０ 

カ 対象経費 

土木・建築工事費、機械装置等製作・購入費、消耗品費、保守・改造修理費、 

外注費、その他経費 

 

（２）イノベーション支援プログラム 
 

① 「行政課題解決」枠 

北九州市が設定した課題を解決するためのスタートアップによる研究、製品・サー

ビスの開発・改良又は実証実験等に対する資金支援・伴走支援を行う。 

ア 一般領域 

・ 支援対象者 

北九州市が設定した行政課題を解決する技術・サービスを持つ市内又は市外ス

タートアップ 

・ 採択社数  １社程度 

・ 支援期間  最大２年間（令和７・８年度） 

・ 支 援 額  １社につき４００万円/年×２年＝８００万円（いずれも上限値） 

・ 助 成 率  １０分の１０ 

・ 対象経費 

土木・建築工事費、機械装置等製作・購入費、消耗品費、保守・改造修理費、

外注費、その他経費 
 

イ フェムテック領域 

・ 支援対象者 

女性が抱える課題を解決する技術・サービスを持つ市内又は市外スタートアッ

プ 

・ 採択社数  ２社程度 

・ 支援期間  最大２年間（令和７・８年度） 

・ 支 援 額  １社につき３００万円/年×２年＝６００万円（いずれも上限値） 

・ 助 成 率  １０分の１０ 

・ 対象経費 

土木・建築工事費、機械装置等製作・購入費、消耗品費、保守・改造修理費、

外注費、その他経費 
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② 「市内企業協業」枠 

市内企業との協業によるオープンイノベーション又は生産性向上を目的とした、ス

タートアップによる研究、製品・サービスの開発・改良又は実証実験等に対する資金

支援・伴走支援を行う。 

ア 支援対象者 

市内企業が協業を希望する市内又は市外スタートアップ 

イ 採択社数  ２社程度 

ウ 支援期間  最大２年間（令和７・８年度） 

エ 支 援 額  １社につき４００万円/年×２年＝８００万円（いずれも上限値） 

オ 助 成 率  １０分の１０ 

カ 対象経費 

土木・建築工事費、機械装置等製作・購入費、消耗品費、保守・改造修理費、 

外注費、その他経費 

 

【留意事項】 

（１）各プログラムにおける各採択枠に記載の採択社数は、あくまで目安であり、スター

トアップ公募の際に、応募者から提出される経費予算明細書の金額（資金支援申請額）

に応じて、予算の範囲内で可能な限り多く採択する予定です。 

また、応募状況に応じて、各プログラム内において、採択枠を越えた支援額・採択

社数の調整を可能とし、柔軟に対応することとします。 

（２）対象経費について、人件費（労務費）及び旅費は対象外とします。 

（３）記載の金額は、全て「消費税額抜き」の金額とします。 

（４）２年目（令和８年度）の資金支援については、令和８年度予算の成立（北九州市議

会の議決）をもって確定するため、その内容によっては支援額の変更又は資金支援の

中止があり得ます。 

 

 

４ 支援の流れ 

（１）支援１年目（令和７年度） 

① 取組の着手から準備を行い、可能な限り実施します。 

② スタートアップ機運醸成イベント「WORK AND ROLE 2026」において、会社紹介及び

取組の内容を発表（ピッチ）していただきます。 

※ 令和７年度のみの支援を希望するスタートアップは、ここで成果発表を行ってい

ただきます。 

③ １年目の最後には、２年目の支援を希望するスタートアップを審査の上、支援の要

否及び支援額等を決定します。 

 

（２）支援２年目（令和８年度） 

① 本事業における取組に関して設定したＫＰＩを達成するために活動してください。 

② 下半期には「WORK AND ROLE 2027」を開催しますので（予定）、２年目支援の対象ス

タートアップは全て参加し、成果発表（ピッチ）を行っていただきます。 
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５ 応募資格 

本事業へ応募するための資格は、プログラム別に、以下の要件を全て満たすこととし

ます。用語の定義については、「２ 定義」を参照してください。 

なお、本事業の支援期間中に、要件を満たさなくなった場合、又は、要件を満たしてい

ない事実が判明した場合は、支援を中止するとともに、支払い済みの支援金がある場合

は、返還していただく場合があります。 

 

（１）市内スタートアップ成長支援プログラム 

要 件 

① スタートアップであること。 

② 市内スタートアップであること。 

③ 市区町村税を滞納していないこと。 

④ 暴力団員でないこと。また、暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。 

⑤ 
これまでに、この「市内スタートアップ成長支援プログラム」に採択されたこと

がないこと。 

⑥ 現在、「イノベーション支援プログラム」に採択されていないこと。 

⑦ 
過去に「イノベーション支援プログラム」に採択されたことがある場合、その取

組と同一のものではないこと。 

⑧ 

本事業における取組と同一のものに対し、本事業以外で、国や自治体からの委託

及び助成等を受けていないこと。 

また、本事業の支援期間中は、受ける予定がないこと。 

⑨ 新規性（※）を有する取組を行うこと。 

 

（２）イノベーション支援プログラム 

要 件 

① スタートアップであること。 

② 市区町村税を滞納していないこと。 

③ 暴力団員でないこと。また、暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。 

④ 
これまでに、この「イノベーション支援プログラム」に採択されたことがないこ

と。 

⑤ 現在、「市内スタートアップ成長支援プログラム」に採択されていないこと。 

⑥ 
過去に「市内スタートアップ成長支援プログラム」に採択されたことがある場合、

その取組と同一のものではないこと。 

⑦ 

本事業における取組と同一のものに対し、本事業以外で、国や自治体からの委託

及び助成等を受けていないこと。 

また、本事業の支援期間中は、受ける予定がないこと。 

⑧ 
「市内企業協業」枠については、市内企業と協力して取り組む見込みであること。 

なお、市内企業は、上記②及び③の要件を満たしていること。 

⑨ 新規性（※）を有する取組を行うこと。 
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※ 新規性の考え方は、以下のとおり。 

 

 

 

６ 募集内容 

（１）市内スタートアップ成長支援プログラム 

採択枠（募集枠） 採択予定数 募集内容 

研究開発・実証 １社程度 「３ 事業概要」の「支援対象者」

に掲げるスタートアップ 事業展開 １社程度 

 

（２）イノベーション支援プログラム 「行政課題解決」枠 

① 一般領域 

以下のとおり、本市が設定した課題（テーマ）を解決するための実証実験等の取組

を募集します。また、応募者が課題（テーマ）を設定するフリーテーマ枠での応募も

可能です。 

 

採択予定数 募集内容 

１社程度 
「３ 事業概要」の「支援対象者」に掲げるスタート

アップ 

※ 一つのテーマにつき、採択上限社数は１社とします。 

ただし、フリーテーマ枠は、複数社の採択を可とします。 
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№ テーマ 内 容 

１ 

ＡＩ等を活用

した混雑予測

による窓口業

務の適正化 

○課題 

区役所窓口は、混雑・閑散の時期・時間帯が定期・不定期に

発生しており、混雑に遭遇した市民の待ち時間が長くなること

がある。 

○実施したい実証実験、求める技術・サービス 

令和６年１０月から全区役所の窓口に導入した発券・予約シ

ステムに蓄積した、窓口での手続の種類ごとの来庁者数、待ち

時間、手続時間のデータ（年間１５０万件程度）をＡＩに解析

させ、混雑・閑散の時期・時間帯を予測し、混雑を緩和させる

ために効率的な人員体制等を提案する実証を行いたい。 

２ 

Ｚ世代を対象

とした、ゆる

やかなコミュ

ニティの創出 

○課題 

少子高齢化の進展や単身高齢者の増加により、社会的孤立の

リスクが高まるなど、地域で支援を必要とする人が増加してい

る一方で、自治組織加入率が著しく低下するなど、地域活動の

担い手が減少傾向にあり、人と人とのつながりが希薄化してい

る。また、孤独感を抱える若年層が増加傾向にある。 

○実施したい実証実験、求める技術・サービス 

Ｚ世代の若者が、人と人のつながりを実感し、その重要性を

感じるための新たなコミュニティを創出する。 

コミュニティの創出においては、オンライン上とリアルな場、

双方からのアプローチが可能なコミュニティとし、コミュニテ

ィ参加へのハードルを下げるとともに、新たな出会いや思いが

けない出会いが生まれるコミュニティの管理・運営について検

証する。 

３ 
空き家の市場

流通の活発化 

○課題 

北九州市では様々な対策により、空き家の発生予防等に努め

ているが、市内の空き家率は増加傾向である。 

老朽化する前の空き家を積極的に市場流通させることで、空

き家の数の減少を図りたい。 

○実施したい実証実験、求める技術・サービス 

以下に示すような取り組み（例） 

①空き家を活用した地域貢献施設の創設 

②空き家の市場流通が活発になるようなツール開発 
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№ テーマ 内 容 

４ 

「防災ガイド

ブック」の電

子化 

○課題 

「防災ガイドブック（全４４ページ）」は、紙媒体で印刷して、

市内全世帯並びに転入全世帯に配布しているが、市民の利便性

を図るため、紙媒体から電子媒体への移行を検討する。 

○実施したい実証実験、求める技術・サービス 

①電子媒体へ移行する場合の効果検証 

②市民に対して、効率かつ効果的に防災情報を発信するための

コンテンツの検討 

③移行後の市民防災意識の変化の調査 

５ 

避難所データ

及び避難情報

発令対象地域

データの更新

作業自動化 

○課題 

毎年度当初に、避難所のデータ及び避難情報発令対象地域の

データの更新作業を行っているが、目視での確認、報告先の様

式が違うこと、同じような作業を何回も繰り返さなければなら

ないことから、作業量が膨大になり、多くの時間を要している。 

○実施したい実証実験、求める技術・サービス 

①マスターデータを一つ作れば、他の報告様式に自動に入力さ

れる仕組みを作りたい。 

②更新したデータとホームページに掲載している内容の突合を

自動化したい。 

６ 

「防災行政無

線」の有効活

用 

○課題 

防災行政無線は、災害時（風水害や、緊急地震速報などのＪ

アラートと連動時など）にスピーカーからサイレンや音声を流

し、地域へ緊急情報を放送している。 

※主に津波を想定して市内沿岸部に整備している。 

【現状】 

①放送のみの機能のため、室内ではテレビの音量等その他状況

によっては情報が伝わり難いことも想定される。 

②更新時期となっているが、更新費用が高額である。 

○実施したい実証実験、求める技術・サービス 

①アプリ等と連携し、防災行政無線稼働時にウェアラブルデバ

イス等に通知（音・バイブ・ポップアップ等）が届くように

することで、より確実な情報伝達を図る。 

②更新の必要性の再確認と費用削減に向けた検討など 

（認知度・ニーズ調査など） 
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№ テーマ 内 容 

７ 

市 民 が 「 見

て 」、「 学 ん

で」、「活用で

きる」、防災専

用のホームペ

ージの作成 

○課題 

市民による自助・共助を高めてもらうため、本市においては、

危機管理室、消防局、保健福祉局、都市整備局、環境局等が防

災に関する情報をホームページで公開しているが、「①掲載箇所

が分かりにくい、②情報がカテゴリー別に整理されていない、

③掲載内容が味気なく、見る気にならない」などの課題がある。 

市民に主体的に防災に取り組んでもらうためには、市が情報

を整理し、市民が「見て」、「学んで」、「活用できる」ような、

防災専用のホームページが必要である。 

○実施したい実証実験、求める技術・サービス 

「防災プラットフォーム(防災専用ホームページ)」を整備し

たい。 

〈サイト情報〉 

①災害時には受援専用のホームページとなる 

②本市で地震が起きたら！(起こりうる想定を映像で掲載) 

③市・企業等が保有する防災情報(映像等)を集約 

④地域、学校、ＮＰＯなどの成功事例を紹介 

⑤市からの防災新着情報のお知らせ 

⑥災害時の受援に関する情報を掲載 

⑦共催してくれる防災企業の紹介 等 

８ 

市営住宅入居

者からの問い

合わせ対応業

務の効率化 

○課題 

約 25,000 世帯が入居する市営住宅では、家賃や設備、各種

手続等に関し、多くの問い合わせがあるが、そのほとんどが電

話であり、その対応に多くの時間を費やしている。 

○実施したい実証実験、求める技術・サービス 

特定の団地（居住年齢が比較的若い住宅を想定）において、

問い合わせ対応や顧客管理に関するアプリを導入し、業務効率

化を図ることができるか実証実験を行う。 

９ 

ポンプ場にお

ける遠隔設備

点検 

○課題 

汚水ポンプ場では、設備を常時稼働させる必要があるが、老

朽化等により故障が頻繁に発生している。その際、状況次第で

限られた人員による迅速な対応が困難となり汚水処理に影響を

及ぼす恐れがある。そのため、日常点検業務の効率化により維

持管理体制を強化することが急務となっている。 

○実施したい実証実験、求める技術・サービス 

雨天時のみ稼働する雨水ポンプ場の日常点検業務を自動化

し、他の施設から遠隔で設備の点検ができる体制の構築 

①自動点検の運用方法の確立 

②映像やサーモグラフィ等による点検手法の有効性の検証 

③効果的な日常点検業務の体制構築 
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10 

フリーテーマ 

（応募者が 

提案） 

北九州市の行政課題及びその解決に資する取組を、応募者が

提案してください。 

 

 

② フェムテック領域 

以下のとおり、本市が設定した課題（テーマ）を解決するための実証実験等の取組

を募集します。また、応募者が課題（テーマ）を設定するフリーテーマ枠での応募も

可能です。 

 

採択予定数 募集内容 

２社程度 
「３ 事業概要」の「支援対象者」に掲げるスタート

アップ 

※ 一つのテーマにつき、採択上限社数は１社とします。 

ただし、フリーテーマ枠は、複数社の採択を可とします。 

 

№ テーマ 内 容 

 

１ 

女性のリアル

voice の 

見える化 

○課題 

行政による主に女性を対象とした制度・施策の「課題」だと

思うことだけではなく、日常生活において、女性がソフト・ハ

ード両面で「不快」に感じることを可視化し、女性のリアルな

視点・価値観を市政に反映させる必要がある。 

○実施したい実証実験、求める技術・サービス 

ブロードリスニングの手法を活用し、様々な場面における女

性のリアルな意見・声を集約し、ＡＩを活用し可視化を行う。 

加えて、可視化した意見を分類・分析し、政策に反映させる

ため、分析結果や課題解決に係る提案を行う仕組みを構築する。 

２ 

フリーテーマ 

（応募者が 

提案） 

北九州市の行政課題及びその解決に資する取組を、応募者が

提案してください。 

 

（３）イノベーション支援プログラム 「市内企業協業」枠 

採択予定数 募集内容 

２社程度 

「３ 事業概要」の「支援対象者」に掲げるスタートアップ 

※応募様式に、協業先の市内企業の同意を得た上で企業名等を

記載すること。 
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（４）留意事項 

応募可能な件数は、全ての採択枠を通じて、スタートアップ１社につき１件としま

す。 

なお、イノベーション支援プログラム「市内企業協業」枠について、協業先の市内企

業は重複しても構いません。 

※ 例（応募スタートアップが重複しなければ、協業先市内企業が重複してもよい） 

・応募案件①：スタートアップＡ社＋協業先市内企業Ｃ社 

・応募案件②：スタートアップＢ社＋協業先市内企業Ｃ社 

 

 

７ 資金支援の対象経費 

対象経費は、本事業の取組を実施する上で必要であり、以下に掲げる経費で、最も安価

かつ効果的なものを対象とします。 

対象となるかどうか判断に迷う場合は、事前にご相談ください。 

 

経 費 内 容 

土木・建築 

工事費 

機械装置等の製作・設置に必要な土木・建築工事、又は付帯する

電気工事に要する経費 

機械装置等 

製作・購入費 

機械装置、その他備品の製作、購入・設置に要する経費 

※ 取得価額が１０万円以上（消費税込み）、かつ使用可能期間

（法定耐用年数）が１年以上のもの 

消耗品費 

資材、部品、消耗品等の製作又は購入に要する経費 

※ 取得価額が１０万円未満（消費税込み）、又は使用可能期間

（法定耐用年数）が１年未満のもの 

保守・改造修理費 プラント・機械装置等の保守、改造又は修理に必要な経費 

外注費 
データの分析、ソフトウェア開発又は設計等の請負外注に係る

経費 

その他経費 

上記経費に属さない、知的財産権関連経費、会議費、通信料、 

借料、図書資料費、運送費、技術指導費、学会等参加費等 

※ 支払家賃、交際費、食料費、金融機関への振込手数料、 

代引き手数料等は対象外 
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【留意事項】 

① 消費税相当額は対象外とします。 

② 人件費（労務費）及び旅費は対象外とします。 

③ 本事業と関係のないものや、本事業と関係があっても日常品や汎用性の高いものは対

象外とします。 

④ 応募の際に、１品当たりの単価が２０万円以上（消費税込み）の経費を計上する場合

は、見積書を提出してください。 

また、１件の契約が１００万円以上（消費税込み）の経費を計上する場合は、原則２

者以上の見積書（※）の他、仕様書、契約書案を提出してください。 

※ 見積競争を実施した上で、見積額が低い方を採用。 

ただし、特別な理由があり、業者が１者に特定される場合は、指定様式（経費予算

明細書）にその理由（業者が１者に特定される理由、価格の妥当性）を記載すること。 

⑤ 対象経費であっても、その支払を証明（領収書、口座振込結果等）できないものは、

対象外とします。 

⑥ 原則として、本事業の採択日以降に発注したものを対象とします。 

 

 

８ 支援期間 

（１）令和７年度（１年目） 支援対象スタートアップの採択日～令和８年３月３１日 

（２）令和８年度（２年目） 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 
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９ スケジュール 

 項 目 時 期 内 容 

令
和
７
年
度
（
１
年
目
） 

公募期間 

（応募書類提出期間） 

６月１８日（水） 

～７月１８日（金） 

本公募要領に従い、応募書類を 

提出してください。 

プレゼンテーション 

審査会 

７月２３日（水） 

  ～２５日（金） 

・外部有識者を含めた審査員で

構成する審査会にて、プレゼン

テーションを行っていただき

ます。 

・応募者の数に応じ、審査方法及

びスケジュールを変更する場

合があります。 

採択者決定 
７月末 

※予定 

本事業の採択者を決定し、事務局

から、全ての応募者に対し、審査

結果を通知します。 

支援期間 

（１年目） 
８月～２月末 

・２月末までを目途に、原則とし

て応募書類に掲げた取組を行

っていただきます。 

・１～２か月ごとに１回程度の

事業進捗や経費執行のモニタ

リングの他、各採択者のニーズ

に応じた伴走支援を行います。 

・採択者からの希望があれば、資

金支援を先に行うことができ

ます（概算払い）。 

機運醸成イベント 

（WORK AND ROLE） 

１０月～３月末 

のどこか１日間 

各採択者の紹介や本事業の取組・ 

成果等をピッチしていただきま

す。 

・経費の精算 

・取組実績の 

取りまとめ 

・２年目支援の審査 

３月 

・資金支援額を確定し精算払い

を行います（支払時期は４月以

降となる可能性があります）。 

・概算払いを受け、その金額より

も確定額が小さい場合は、その

差額を返還していただきます。 

・１年目の取組実績を報告して

いただきます。 

・２年目の資金支援を希望する

場合、取組内容及び必要経費を

ご提示いただき、審査の上、資

金支援の可否及び支援額を決

定します。 
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 項 目 時 期 内 容 

令
和
８
年
度
（
２
年
目
） 

支援期間 

（２年目） 
４月～２月 

・２月末までを目途に、掲げたＫ

ＰＩの達成に向けた取組を行

っていただきます。 

・１～２か月ごとに１回程度の

事業進捗や経費執行のモニタ

リングの他、各採択者のニーズ

に応じた伴走支援を行います。 

・採択者からの希望があれば、資

金支援を先に行うことができ

ます（概算払い）。 

機運醸成イベント 

（WORK AND ROLE） 

１０月～３月末 

のどこか１日間 

本事業における取組の成果等を

ピッチしていただきます。 

・経費の精算 

・取組実績の 

取りまとめ 

３月 

・資金支援額を確定し精算払い

を行います（支払時期は４月以

降となる可能性があります）。 

・概算払いを受け、その金額より

も確定額が小さい場合は、その

差額を返還していただきます。 

・２年目の取組実績を報告して

いただきます。 

・製品・サービスの 

実装 
４月～３月 

本事業において、未実装の製品・

サービスを対象とした取組につ

いては、実装（一部でも可）して

ください。 

 

※ ２年目（令和８年度）の資金支援については、令和８年度予算の成立（北九州市議会

の議決）をもって確定するため、その内容によっては支援額の変更又は資金支援の中

止があり得ます。 
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１０ 応募手続 

（１）提出書類 

ご提出いただく書類は以下のとおりです。 

指定様式は、北九州市のウェブサイトよりダウンロードしてください。 

（URL：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/326_00023.html） 

 

提出書類 指定様式 

① 
応募様式（企業情報や本事業における取組等を記載してください） 

※３０ページ以内 
有り 

② 
会社紹介資料（既存の資料があれば、ご提出ください） 

※２０ページ以内 
無し 

③ 
経費予算明細書（令和７年度分、令和８年度分） 

（本事業における取組で必要となる経費を見積もってください） 
有り 

④ 

③の積算根拠が分かる資料 

（見積書、外注する場合の委託契約書案、カタログ等で金額が 

記載された資料を提出してください） 

無し 

⑤ 
役員等名簿 

（暴力団と関係性がないことを確認するために使用します） 
有り 

⑥ 暴力団排除に関する誓約書 有り 

⑦ 
履歴事項全部証明書（法人登記簿謄本） 

（３か月以内に取得したものを提出してください） 
無し 

⑧ 株主名簿（持ち株比率が分かるもの） 無し 

⑨ 
直近の市区町村税に滞納がないことの証明 

※各市区町村(東京都の場合は都税事務所)で発行される納税証明書 
無し 

⑩ 
直近２期分の決算関係書類 

（貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書） 
無し 

⑪ 

北九州市認定ベンチャーキャピタルから、令和５年４月１日以降に出資

を受けている証明（投資契約書の写し） 

※審査における加点を受ける場合は提出 

無し 

 

  

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/326_00023.html
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（２）提出方法 

以下の URL(Google フォーム)にアクセスし、上記（１）の提出書類をアップロードし

て提出してください。 

なお、提出された書類の修正や返却はできません。 

 

アップロード先の URL（Google フォーム） 

URL：https://forms.gle/dG2sfAqMgyiCxmwr5 

 

※ アップロードに際しては Google アカウント（無料）の作成が必要です。 

作成方法：https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=ja 

※ アップロードができない場合は、「15 問い合わせ先」までご一報ください。 

 

（３）提出期限 

令和７年７月１８日（金）１７時必着 

 

 

１１ 審査 

外部有識者を含む審査員５名による審査会において、プレゼンテーションを行って

いただきます。 

なお、応募者の数に応じ、審査方法及びスケジュールを変更する場合があります。 
 

（１）審査会の日程 

令和７年７月２３日（水）～２５日（金） 

※ 具体的な日時及び開催方法等は別途案内 
 

（２）審査方法 

ご提出いただいた事業計画に基づいたプレゼンテーションを、５分程度行ってい

ただきます。 

その後、審査員からの質疑を１０分程度行います。 

 

  

https://forms.gle/dG2sfAqMgyiCxmwr5
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=ja
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（３）審査基準 

審査は、以下の基準で行います。 

 

評価項目 評価の視点 配点 

事業性 

社会性 

・社会へもたらすインパクトの大きさ・広がりは

あるか。 

・社会課題解決とビジネスが両立するものか。 

１０点 

先進性、 

競合優位性 

・競合相手に対して優位な技術や特許等を有し、 

模倣困難なものであるか。 
１０点 

新規性 
・本事業における取組は、技術・サービス又は 

事業領域において新規性を有するか。 
１０点 

市場性、 

成長性 

・ターゲット顧客が明確で需要が見込めるか。 

・参入市場は成長可能性・収益性があるか。 
１５点 

実現可能性 ・本事業における取組は、実現可能性が高いか。 １０点 

北九州市 

での取組 

北九州で 

取り組む 

意義 

・北九州市の現状・課題を理解しており、 

課題解決ができる取組の提案であるか。 

・本取組推進時の連携先や販路開拓先として 

想定される事業者や団体は明確か。 

１０点 

成果目標、 

実施体制 

・設定目標は挑戦的かつ実現性の高いものか。 

・本取組及び経理事務を遂行できる実施体制と

なっているか。 

１０点 

北九州市 

への貢献 

支援後の 

取組計画 

・本事業における支援期間の終了後も、北九州市

で事業を推進する計画が、具体的に検討されて

いるか。 

１０点 

北九州市 

への定着 

・北九州市での事業拡大（売上、雇用、事業所 

拡大、設備投資等）をどの程度見込んでいるか。 
１０点 

その他 

（加点） 

認定ＶＣ 

からの出資 

・北九州市認定ベンチャーキャピタルから、 

令和５年４月１日以降に出資を受けている 

こと。 

５点 

合 計 １００点 
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（４）北九州市認定ベンチャーキャピタル 

審査の際に加点対象の北九州市認定ベンチャーキャピタルは、以下のとおりです。 
 

名 称 所在地 

① ANRI 株式会社 東京都港区 

② AA ファンド有限責任事業組合 東京都渋谷区 

③ AA ファンド２号有限責任事業組合 東京都渋谷区 

④ インキュベイトファンド株式会社 東京都港区 

⑤ SG インキュベート株式会社 福岡市博多区 

⑥ 株式会社 NCB ベンチャーキャピタル 福岡市中央区 

⑦ epiST Ventures 株式会社 東京都新宿区 

⑧ 株式会社 FFG ベンチャービジネスパートナーズ 福岡市中央区 

⑨ 株式会社エフベンチャーズ 東京都渋谷区 

⑩ Gazelle Capital 株式会社 東京都千代田区 

⑪ QB キャピタル合同会社 福岡市早良区 

⑫ 株式会社先端技術共創機構 東京都文京区 

⑬ GxPartners 有限責任事業組合 福岡市中央区 

⑭ 栖峰投資ワークス株式会社 京都市下京区 

⑮ 株式会社ゼロワンブースターキャピタル 東京都千代田区 

⑯ 株式会社ディープコア 東京都文京区 

⑰ 株式会社 Deep30 東京都文京区 

⑱ 株式会社デライト・ベンチャーズ 東京都渋谷区 

⑲ 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ 東京都文京区 

⑳ DRONE FUND 株式会社 東京都港区 

㉑ 9Capital 合同会社 北九州市小倉北区 

㉒ 日本ベンチャーキャピタル株式会社 東京都千代田区 

㉓ HAKOBUNE 株式会社 東京都中央区 

㉔ 株式会社 HERO 東京都港区 

㉕ ひびしんキャピタル株式会社 北九州市八幡東区 

㉖ Beyond Next Ventures 株式会社 東京都中央区 

㉗ Full Commit Partners 株式会社 東京都渋谷区 

㉘ ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社 福岡市中央区 

㉙ 三菱 UFJ キャピタル株式会社 東京都中央区 

㉚ 株式会社みらい創造インベストメンツ 東京都港区 

㉛ ミライドア株式会社 京都府京都市 

㉜ 山口キャピタル株式会社 山口県下関市 

㉝ ユナイテッド株式会社 東京都渋谷区 

㉞ レオス・キャピタルパートナーズ株式会社 東京都千代田区 

※五十音順 
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（５）採択企業の決定（審査結果の通知） 

① 採択企業は、審査会を参考に北九州市が決定します。 

② 審査結果は、７月末頃に通知する予定です。 

③ 採択企業には、資金支援の額及び採択条件を記載した通知書を、不採択企業には、

不採択理由等を記載した通知書を送付します。 

④ 審査の内容によっては、適正な資金支援を行うため、応募した資金支援の額等を修

正した内容で採択を決定する場合がありますが、これについて異議がある場合は、応

募の取り下げをすることができます。 

⑤ 採択条件は以下のとおりであり、条件を満たさない場合は、採択を取り消す場合が

あります。 

 

採択条件 

① 
取組の実施方法等の主要な内容を変更する場合は、事前に本市の承認を受けなけ

ればならない。 

② 取組を中止する場合は、本市の承認を受けなければならない。 

③ 
取組が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難になった場合は、速やかに

本市に報告して、その指示を受けなければならない。 

④ 

本事業の経理については、本事業以外の事業の経理と明確に区分し、その収支の

状況を会計帳簿によって明らかにしておかなければならない。 

また、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類は、本事業における支援が終了し

た日の属する年度の終了後５年間は保存しておかなければならない。 

⑤ 

市内スタートアップ成長支援プログラムにおいて、応募時点で市内スタートアッ

プの要件（本社又は主たる事業所設置要件）を満たしていない場合は、本事業に

よる支援を開始した年度中に、要件を満たすとともに、その事実を確認できる書

類の写しを提出しなければならない。 

また、支援期間中は、要件を満たしておかなければならない。 

⑥ 本市が主催するイベント「WORK AND ROLE」に参加すること。 

⑦ 

取組にあたり、本市に情報システムを導入したり、本市から情報を取得する場合

は、本市の情報セキュリティ関連ルール（下記 URL 参照）を遵守すること。 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/924_12028.html 

⑧ 
本市から、採択年度以降の雇用創出人数、資金調達額及びプロダクトの実装状況

等に関して照会があった場合は、速やかに回答すること。 

 

  

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/924_12028.html
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１２ 採択後の流れ 
 

（１）資金支援額の概算払い 

本事業を実施するために必要がある場合は、資金支援額の概算払いを受けることが

できます。 

概算払いを受けようとする場合は、概算払申請書（別途案内）の提出が必要であり、

概算払いの額は、審査により決定した資金支援の額を上限に、本事業を行う上で必要と

なる額とします。 
 

（２）本事業の支援期間 

１年目は、採択日から翌年３月末日までを、２年目は、当該年度の４月１日から翌年

３月末日までを、本事業の支援期間とします。 

ただし、各年度の取組は、それぞれの年度の２月末日までに完了していただき、３月

は、経費の精算手続、事業報告書の作成、２年目支援の要否に係る審査等を行なう期間

とします。 

また、支援期間中は、月１回程度の定例打合せ（事業進捗の確認や経理事務モニタリ

ング）のほか、各採択企業のニーズに応じた支援を行います。 
 

（３）スタートアップ機運醸成イベント「WORK AND ROLE」 

下記のとおり、イベントを開催します。 

日時及び開催方法等については、決定次第ご案内します。 

① 令和７年度（１年目） 

令和７年度中に「WORK AND ROLE」を開催し、各採択企業には、会社紹介や本事業

における取組の紹介をピッチしていただく予定です。 

② 令和８年度（２年目） 

令和８年度中に「WORK AND ROLE」を開催し、各採択企業には、取組の成果をピッ

チしていただく予定です。 
 

（４）資金支援額の精算 

１年目及び２年目の各支援期間終了後、以下の書類をご提出いただきます。 

本書類を受理後、最終的な資金支援の額を確定（精算）し、概算払いを受けていない

場合は、支援金を支払います。 

なお、概算払いを受けた場合で、その額より確定額が小さい場合は、その差額を返還

していただきます。 

 

提出書類 ※別途案内 

① 事業報告書 

② 経費支出明細書 

③ 見積書、契約書及び領収書等の経費の根拠、支払いが確認できる書類の写し 
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１３ 採択の取り消し 

以下の事由に該当した場合、資金支援の全部又は一部を取り消す場合があります。 

また、その場合、既に資金支援が行われている場合は、返還していただきます。 

 

取り消し事由 

① 偽りその他不正な手段により、資金支援を受けた場合。 

② 支援対象経費に該当しない用途で、支援金を使用した場合。 

③ 本事業の採択条件に違反した場合。 

④ 
応募資格の要件を、満たしていないことが分かった場合、又は満たさなくなっ

た場合。 

 

 

１４ 公募説明会 

下記のとおり、今回の公募に係る説明会を開催します。 

（１）日 時  令和７年６月２５日（水） １４：００～１５：３０ 

（２）開催方法  オンライン開催 

（３）参加方法  以下の Zoom からご参加ください（事前申し込み不要）。 

ttps://us06web.zoom.us/j/82074802881?pwd=hAVyca03SyGC8EBLvfHrpfjWhyzgdS.1 

※ 先頭に「h」を加えてください。 

・ミーティング ID: 820 7480 2881 
・パスコード: 170578 

 

 

１５ 問い合わせ先等 

本公募に関するお問い合わせは、下記までＥメール（急ぎの場合は電話）にてお願いし

ます。 
 

＜問い合わせ先＞ 

（１）個別相談、応募書類の提出方法、審査に関すること 

企業変革・スタートアップ・グロースサポート事業運営事務局 

（受託業者：フォースタートアップス株式会社） 

・担 当：栗原、加留 

・Ｅメール：kitakyushu.su.growthsupport@forstartups.com 

・電話番号：03-6893-0650 
 

（２）その他に関すること（応募資格、提出書類、資金支援対象経費など） 

北九州市産業経済局スタートアップ推進課 

・担 当：小濵（おばま）、片山 

・Ｅメール：san-startup@city.kitakyushu.lg.jp 

・電話番号：０９３－５８２－２５９０ 
 

（３）北九州市スタートアップ支援オリジナルサイト 

・URL：https://startup-kitaq.com/ 

mailto:kitakyushu.su.growthsupport@forstartups.com
mailto:san-startup@city.kitakyushu.lg.jp
https://startup-kitaq.com/

